
 

  

 
〇 申請期間：令和７年５月 14日（水）～６月 13日（金） 

 

〇 問い合わせ先：京都府文化生活部生活衛生課  

（電話）075-414-4757 

（受付時間：上記期間中の午前９時～午後５時（土日祝を除く。）） 

 

○ 京都府ウェブサイト： 
                   ｵｰ ｵｰ                         ｵｰ   ｵｰ   ｴﾙ 

   https://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/bukka_yokujo.html 

京都府文化生活部 

令和７年度 

 

京都府医療機関等物価高騰対策事業 

交付金（公衆浴場分） 申請の手引き 

https://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/bukka_yokujo.html
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物価高騰の影響が長期化し、消費者物価指数も上昇が続く中、厳しい経営を強いられている府

内の公衆浴場を支援するため、各施設の使用燃料に応じて交付金を支給します。 

 

対象施設 要件 基準額 

公衆浴場 

 

※公衆浴場の設置

の場所の配置の基

準等に関する条例

（昭和 63 年京都府

条例第 11 号）第２

条に規定する一般

公衆浴場（地方公共

団体が設置するも

のを除く。） 

令和７年１月１日から３月 31 日までの期間におい

て、継続して京都府内に所在する公衆浴場を営業する者

であって、以下の施設を有するもの。 

 (１) 燃料にガスを使用している施設 

 (２) 燃料に重油又は廃油を使用している施設（ガス

使用施設を除く） 

 (３) 燃料に廃材のみを使用している施設 

ただし、燃料は、浴槽水やシャワー等の給湯のために

使用されるものをいい、サウナ、暖房等に使用するもの

は含まない。 

〔ガス使用〕 

1施設 190,000円 

〔重油・廃油使用〕 

1施設 120,000円 

〔廃材のみ使用〕 

1施設 50,000円 

※１施設につき、申請受付期間中１回のみ申請が可能です。申請は、施設ごとに行ってくだ

さい。 

 

  

Ⅰ 交付対象施設・交付要件・交付基準額 
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１ 手続きの流れ  

申請は「交付申請兼実績報告」による１段階方式です。 

交付対象施設の要件、交付基準額等を確認の上、電子メール又は郵送にて申請してください。 

 

（１）申請から支給までの流れ 

申請者  

京都府  

※１ 申請は１施設単位であり、申請及び支給は１施設につき１回限りです。  

※２ 提出された申請内容について問い合わせる場合があります。「交付申請書兼実績報告書 

（別記様式）」に記載する連絡先（電話番号、メールアドレス）は、誤りなく入力・記

載してください。 

 交付金は申請書到着後１か月程度でお支払いする予定ですが、申請書類に不備や必要提出書類

に不足等があると、審査及び確認に時間を要し、交付手続きが遅れる場合があります。 

 

（２）申請方法 

① 以下の京都府ウェブサイトにアクセスし、交付申請書兼実績報告書（別記様式）及び口座振

替依頼書をダウンロードの上、必要事項を記入します（ウェブサイトへのアクセス及び申請書

等のダウンロードにかかる通信料は申請者負担となります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インターネットが利用できない等により申請書様式等の郵送を希望される方は、令和７年５月 30

日（金）までに京都府文化生活部生活衛生課（075-414-4757）まで連絡いただき、指示に従ってく

ださい。 

Ⅱ 申請手続等 

＜申請書類入手先＞京都府ウェブサイト（京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金

（公衆浴場分）案内ページ） 
    ｵｰ ｵｰ                  ｵｰ   ｵｰ    ｴﾙ 

   https://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/bukka_yokujo.html 

 

                  ←QRコードからもアクセスできます。 

受付 交付金の審査(※２) 交付決定兼確定 

申請(※１) 通知 振込 

交付金の決定通知 

及び支給 

交付申請書兼実績報告書の記入 

必要書類の添付 

 

https://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/bukka_yokujo.html
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② 次の書類を用意します。 

・振込先口座の通帳の写し 

 ※銀行名、支店名、口座名義人（漢字）、口座名義（カナ）、口座番号が読み取れるもの 

  （表紙裏の口座名義がカタカナで記載されているページ、表紙の口座名義人が記載されてい

るページなど） 

・令和７年１月分の燃料に係る納品書、領収書等の写し（廃材のみ使用の場合は不要） 

※令和７年１月から３月までの間に異なる燃料を使用していた場合は、基準額が高い燃料を

使用した月の、その燃料に係る資料を用意してください。 

 

③ 提出書類チェックリストを活用して、記載内容や提出書類等がそろっているかを確認します。 

 

＜電子メール申請の場合  ※郵送申請の場合は、このページ下方の＜郵送申請の場合＞へ＞ 

④ 記入が終わった交付申請書兼実績報告書（別記様式）、口座振替依頼書及び②で用意した書類

（画像又はスキャンデータ）を電子メールに添付の上、次のアドレス宛て送信してください。 

 

 

 

 

※申請者と口座名義人が異なる場合は、口座振替依頼書下部の「委任状」部分を記入し、Excel

様式のデータを送付するとともに、必ず印刷し、委任者氏名欄に押印した上で、原本を郵送

（普通郵便可）してください。 

 

⑤ 申請書を受理後、京都府文化生活部生活衛生課から「受付通知メール」を返信します。必ず保

存してください。 

※後日問い合わせる場合がありますので、添付した書類についても必ず保存してください。 

 

＜郵送申請の場合＞ 

④ 記入が終わった交付申請書兼実績報告書（別記様式）、口座振替依頼書（データで入力した場

合は印刷したもの）及び②で用意した書類を、次の宛先まで郵送してください。 

  

 

 

 

※封筒は申請者において御準備いただきます。また、郵送料は申請者負担となります。 

※簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により提出してください。 

※提出された書類は返却しません。後日問い合わせる場合がありますので、必ずコピーを保存し

てください。 

 

  

＜送付先＞ 〒602-8570（府庁専用郵便番号） 

京都府文化生活部生活衛生課 宛 ※住所不要 

 

ｵｰ ｵｰ  ｴﾙ 

＜送付先＞京都府文化生活部生活衛生課アドレス  seikatsu@pref.kyoto.lg.jp 

   ※件名は、「物価高騰対策事業交付金申請（浴場名）」としてください。 

mailto:seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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２ 申請の受付期間  

 令和７年５月 14日（水）～６月 13 日（金） 

（電子メール申請の場合は締切日午後 11時 59分受信分まで、 

郵送申請の場合は締切日の当日消印まで有効） 

 

 

３ 交付金申請に必要な書類  

※書類はできるだけ A4サイズに揃えて提出してください。 

提出書類 申請方法 

（メール） 

申請方法 

（郵送） 

留意事項 

交付申請書兼実績

報告書（別記様式） 

Excel 様式入力

→データ添付 

Excel様式入力

又は手書き 

→郵送 

京都府ウェブサイトからダウンロード

し、記入例を参考に記入してください。 

口座振替依頼書（別

紙） 

Excel 様式入力

→データ添付 

Excel様式入力

又は手書き 

→郵送 

京都府ウェブサイトからダウンロード

し、記入例を参考に記入してください。 

 委任状の記入が

必要な場合（申

請者と口座名義

人 が 異 な る 場

合） 

Excel 様式入力

→データ添付 

→印刷・押印の上

原本郵送 

Excel様式入力

又は手書き 

→押印 

→郵送 

印刷・押印した原本を送付 

※電子メール申請の場合でも、Excel 様式の

データ添付に加え、必ず印刷し、委任者氏

名欄に押印した原本を郵送してくださ

い。 

振込先口座の通帳

の写し 

写しのデータ

を添付 

郵送 銀行名、支店名、口座名義人、口座名義

（カナ）、口座番号が確認できるページ

の写しを送付してください。 

（例）「表紙」「表紙裏の見開き（表紙裏

の口座名義人がカタカナで記載

されているページ）」 

※通帳がない場合は、上記が確認できる資

料を添付してください。 

令和７年１月分の

燃料に係る納品書、

領収書等の写し 

※令和７年１月から３月

までの間に異なる燃料

を使用していた場合は、

基準額が高い燃料を使

用した月の、その燃料に

係る資料 

写しのデータ

を添付 

郵送 

 

申請者名義の宛名が記載されているも

の、経費の明細が分かるものを添付して

ください。 

※廃材のみ使用の場合は添付不要です。 

※交付対象とならないもの、申請に関係の

ないものは添付しないでください。  
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４ 証拠書類の保管について 
  本交付金に関する以下の証拠書類については、交付決定日の属する年度の終了後、10 年間保管

してください（令和７年度に交付決定を受けた場合は、令和 17年度末まで）。 

なお、必要があると判断した場合は京都府職員による現地調査等を行い、その際に以下の証拠

書類が確認できない場合は、交付金の返還を求めることがありますので、不足のないよう保管し

てください。 

①交付申請書類 

②本交付金における収入及び支出等に関する証拠書類 

 

 

５ 交付金の支払いについて 

○ 提出された書類を審査し、適正と判断された場合は、交付金交付の決定及び額の確定に係る通

知を送付した後、申請時に指定された口座に当該交付金を振り込みます（書類に不備がなけれ

ば、申請書到着後約１か月程度）。 

 

○ 全ての必要書類が整うまでは、交付金は交付されません。申請書類に不備、必要書類に不足等

があれば、審査及び確認に時間を要し、交付金の交付手続きが遅れます。 

 

○ 「ガス使用」又は「重油又は廃油使用」で申請した場合で、審査の結果、その燃料の使用が確

認できないときは、「廃材のみ使用」の金額となります。 

 

○ 交付金の交付後に、申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、交付

金の全部又は一部を返還いただきます。 

 

○ 本交付金は、過去の各浴場の使用燃料を調査した上で十分な予算を確保していますが、実際に

申請された使用燃料が大きく異なるなどで全体の申請額が予算を超える場合は、予算の範囲内

となるよう交付額を調整することがあります。 


